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研究成果の概要（和文）：　ワイマール憲法の制定過程で、プロイセンを解体し、ラントを再編するという憲法起草者
プロイスの構想は挫折し、第二帝政の連邦制構造は基本的に維持された。この結果、民主的単一国家を目指したライヒ
改革が、ワイマール期に継続して論じられ、既存の境界を流動化する地方史の研究も開始された。ワイマール末期には
、プロイセン政府の罷免以来、ライヒ改革が再活性化し、連邦主義批判が、ライヒ総督法による単一国家化を進める主
要要因となった。戦後ドイツでは、連合国、特に合衆国とフランスの主導により、プロイセン解体とラント再編が実行
された一方で、単一国家が脱集権化されて、連邦制構造が回復された。

研究成果の概要（英文）：  The concept of Hugo Preuss, drafter of the Weimar Constitution, to dismantle Pru
ssia and to reorganize the states was broken down on the enactment process of the Constitution and the fed
eral structure of the Second Empire was essentially maintained. Then the Empire reform aiming at the democ
ratic unitary state was continually discussed during the Weimar period and the research of state-history t
o fluidize the existing borderline was inaugurated. In the last period of the Weimar Republic, the Empire 
reform was reactivated again since the dismissal of the Prussian government and the critic of the federali
sm has driven the federal state into the unitary state with the enactment of the Empire-governor law. In t
he postwar Germany, the dismantlement of Prussia and the reorganization of the states were realized by the
 Allies, especially by U.S.A. and France, while the unitary state was decentralized and the federal struct
ure was recovered. 
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１．研究開始当初の背景 
 
 研究代表者権左武志は、過去四年間に行っ
た基盤研究（B）「帝国モデルと主権国家モデ
ルの理論的－歴史的比較考察」において、帝
国モデルと主権国家モデルという二つの理
念型を設定し、中世・近世から近・現代に至
るドイツ史の中で、各モデルの比重の変遷を
理論的－歴史的に比較考察した。この結果、 
（1）1806 年以前の旧帝国と 1871 年以後の第
二帝政との間で、国家編成の原理において歴
史的断絶を否定しがたい一方で、ワイマール
期に至るまで連邦制的構造において広汎な
連続性が見られる点、（2）1933 年に単一国家
化とライヒ理念再生により大きな断絶が生
じたが、第二次大戦以後は、1948-49 年の議
会評議会により連邦制的構造が再建され、連
続性を回復している点が明らかになった。 
近年は旧帝国が連邦主義のモデルとして

歴史学者により論じられているが（vgl. D. 
Langewiesche, Reich, Nation, Föderation, 
München 2008）、何重もの歴史的断絶を無視
し、各時期を一括して連続的に捉える傾向を
否定できない。これに対し、旧帝国崩壊後に
「国家連合から連邦国家へ」の道を経て成立
したドイツ連邦主義の伝統は、ワイマール初
期からナチズム期にかけて単一国家化によ
る挑戦と瓦解を経て、第二次大戦後に再建さ
れたものであり、戦間期における単一国家化
と連邦国家化のダイナミズムを視野に入れ
る時に初めて適切に把握できる。 
 
２．研究の目的 
 

そこで本研究は、ドイツに特有な連邦制的
構造が、まず第二帝政末期からワイマール初
期にかけて、次にワイマール崩壊期から戦後
再建期にかけて、いかなる点で変容し断絶し
ているか、いかなる点で継承され連続してい
るか、ワイマール期を中心として考察し、主
権国家中心と異なるヨーロッパの連邦制国
家秩序の成立過程を解明することを目的と
する。本研究は、最近の連邦主義再評価の動
向を踏まえ、ワイマール期ドイツを中心とし、
主権国家中心の見方では捉えられないヨー
ロッパの連邦制的国家秩序の成立過程を解
明しようと試みるものである。 
本研究は、第二帝政崩壊・ワイマール創立

期、ワイマール崩壊・ナチズム成立期、連邦
共和国創立期、ワイマール・ナチズム期歴史
学という四つの時期・分野に分け、各時期に
即し、連邦制化と単一国家化、連続面と断絶
面の比重を次のように明らかにする。 

 
（1）ワイマール創立期 
 ワイマール憲法で修正された連邦制的構
造と政府－議会関係が、第二帝政期と比較し
ていかに連続し、いかに変容しているか、内
務省議事録に見られるプロイス、ヴェーバー
の見解や憲法制定議会における審議過程に

即し、ライヒ再編（プロイセン解体と連邦評
議院改廃）や大統領公選制を中心として考察
する。 
 
（2）ワイマール崩壊期 
 ワイマール共和国の連邦制的構造と政府
－議会分立構造が、1932 年から 33 年にかけ
ていかなる過程を経て廃棄され、一党独裁の
単一国家へと再編成されるか、特にライヒ－
プロイセン訴訟やライヒ総督法制定に関与
したカール・シュミットの連邦主義批判、彼
と保守革命運動との人的つながり、同時代の
公法学者の見解に即して明らかにする。 
 
（3）連邦共和国創立期 
 戦後制定された連邦共和国基本法が、いか
にしてワイマールの教訓から学び、大統領公
選・憲法改正等の人民投票的規定を撤廃・限
定し、連邦主義と政府－議会の均衡を回復す
る工夫を行ったか、1948-49 年のヘレンヒー
ムゼー会議と議会評議会における審議過程
に即して明らかにする。 
 
（4）ワイマール・ナチズム期歴史学 
 加えて、ワイマール・ナチズム期の歴史学
に見られる新たな地方史研究の動向が、連邦
制の単位をなす領邦国家を解体し、ヴェルサ
イユ条約で定められた境界線を相対化する
点で、ナチズムの東方政策や西部国境改定運
動といかに関係しているか、ボン大学地方史
研究所やブレスラウ大学を中心として検討
する。 
 
３．研究の方法 
 
 研究目的を遂行するため、四つの時期・分
野に分けて、個別課題と担当者を定め、研究
ユニットを組織する。つまり飯田芳弘と遠藤
泰弘が、ワイマール初期における連邦主義と
統一主義を、権左武志と林知更が、ワイマー
ル末期における連邦主義と単一国家化を、今
野元が、戦後再建期における連邦主義化を、
田口正樹が、ワイマール・ナチズム期歴史学
をそれぞれ担当する。 
最初に研究課題を共有し、個別に設定した

上で、研究ユニットごとに史料・文献を収
集・分析し、研究協力者の助力を得て個別課
題を推進する。また、定期的に開催される全
体研究会で成果を報告・批評し合い、研究視
角を拡げる一方で、研究者招聘と在外研究に
より研究情報の取得とネットワークの拡充
に努める。研究成果は内外の学会で逐次報告
し、学会に還元するとともに、論文集により
全体研究の成果を公表することを最終目標
とする。 
 
４． 研究成果 
 
 各時期・分野に関する個別の研究成果は次
の通りである。現在、研究会で報告された研



究成果を原稿にまとめて、論文集を公刊する
準備を進めている。 
 
（1） ワイマール創立期 
  遠藤泰弘：プロイスがワイマール憲法制定
過程で果たした役割を、直接公選大統領制構
想を中心に検討した。この構想の淵源は 1917
年ビスマルク憲法改正案にある点、プロイセ
ン解体等の構想が変更を余儀なくされる中、
大統領制構想はほぼ維持された点、行政府と
立法府の不均衡は遂に解決できなかった点
を確認した。 
 飯田芳弘：ワイマール期連邦制の歴史的特
質を明らかにするため、ワイマール期ライヒ
改革論議における民主的単一国家論に注目
し、研究を総括した。特にプロイセン官僚 A・
ブレヒトの民主的単一国家論に立つライヒ
改革構想の展開を辿り、その政治史的意味を
考察した。 
 
（2）ワイマール崩壊期 
 権左武志：コブレンツ連邦文書館で収集し
たＷ・イェリネックとの往復書簡や、新たに
発見された 1933 年 2 月 22 日講演を分析し、
ワイマール末期カール・シュミットがハイデ
ルベルク・リベラル派と一定のコンタクトを
保った点、シュミットの連邦主義批判が以後
のナチスへの転向を説明する主要要因であ
る点を明らかにした。 
 林知更：ワイマール期憲法学における理論
的新潮流の議論の中に、連邦制をめぐる問題
連関がどのような形で現れているかを考察
した。特に 1929-33 年のカール・シュミット
及びその弟子フーバーの諸論稿を主たる題
材として分析を行った。 
 
（3）連邦共和国創立期 
 今野元：従来の研究が議会評議会の展開に
傾斜していたのに対し、議会評議会へ至る
1945-47 年の展開に重点を置いた。その際に、
連邦州創設に関わる国際政治的文脈や、連邦
制構想における国民社会主義体制への忌避
感が明確になり、ワイマール国制との関係性
は薄かった点が判明した。 
 
（4）ワイマール・ナチズム期歴史学 
 田口正樹：1930 年頃までのヘルマン・オバ
ンの地方史研究の内容と意義を検討した。彼
の歴史像がフォルクを対象としつつも動態
的で柔軟な性格を示した点、直接の効果とし
ては既存の政治的境界の流動化を助長しつ
つも、連邦制を構成するラントの性格に関す
る基礎的省察と見なしうる点を確認した。 
 
 これら個別研究と並んで、2013年3月には、
ドイツ憲法史学者のクリストフ・シェーンベ
ルガー教授（コンスタンツ）を招聘し、北海
道大学法学会、東京大学日独法学会、大阪大
学法学研究科で講演会を開催した。また、
2013 年 9 月には、シュミット研究者のライン

ハルト・メーリング教授（ハイデルベルク）
を招聘し、京都産業大学世界問題研究所、成
蹊大学思想史研究会で講演会を開催した。 
 立憲民主政のあり方を考える上で、ワイマ
ール期研究の現代的意義はますます高まっ
ているにもかかわらず、近年この時期を対象
とする政治学・憲法学史の研究は乏しかった。
本研究は、外国人研究者の招聘や新資料の紹
介作業を通じ、法学・政治学の各分野で、ワ
イマール期連邦主義への関心を新たに喚起
することができたと評価できる。 
 今後は、ワイマール期国家学説が戦前日本
の政治学に受容された経緯や、ワイマール共
和国の創立と崩壊に指導的知識人が果たし
た役割を解明するべく、研究プロジェクトを
構想している。 
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